
第１回いなべ市総合計画審議会事項書 

（第2次いなべ市総合計画第2期基本計画策定） 

 

                      日時 令和元年5月16日（木） 

                         午後２時から1時間程度 

                      場所 いなべ市役所シビックコア 

                         １階 研修室１ 

 

１．開会 

 

２．副市長あいさつ 

 

３．委員紹介 

 

４．会長、副会長について 

 

５．会長あいさつ 

 

６．説明及び報告事項 

  ① 総合計画、人口ビジョン及び総合戦略について ・・・ 資料1 ～ 資料6 

 

  ② 総合計画策定スケジュールについて ・・・ 資料7 

 

  ③ アンケート調査などについて 

    ・市民満足度調査 ・・・ 資料8 

    ・中学生アンケート調査 ・・・ 資料9 

    ・事業所アンケート調査 ・・・ 資料10 

 

 

７ 次回の会議について 

  令和元年８月８日（木）午後２時から いなべ市役所シビックコア研修室１ 

 

８ 閉会 



いなべ市総合計画・総合戦略について

計画期間
H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2

（H32）
R3
（H33）

R4
（H34）

R5
（H35）

R6
（H36）

R7
（H37）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

計画構成

第２次総合計画 基本構想【１０か年】第２次総合計画 基本構想【１０か年】

第１期基本計画【５か年】第１期基本計画【５か年】 第２期基本計画【５か年】第２期基本計画【５か年】

実施計画
【３か年 見直しは毎年度】

実施計画
【３か年 見直しは毎年度】

実施計画
【３か年 見直しは毎年度】

実施計画
【３か年 見直しは毎年度】

実施計画
【３か年 見直しは毎年度】

実施計画
【３か年 見直しは毎年度】

策定作業
【２か年】
策定作業
【２か年】

【根拠条例等】
・いなべ市総合計画条例
・いなべ市総合計画条例施行規則
・いなべ市総合計画審議会の会議に関する指針

資料１

基本
構想

基本
計画

実施
計画

●いなべ市総合計画は、本市における総合的な行政を図るための最上位計画です。本計画は、市民と行政が目指す10年後の将来像を掲げ、長期的なまちづくりの方
向性を明らかにした「まちづくりの基本指針」となるものです。

●平成28年度から令和7年度（平成37年度）の10年間を計画期間とする第2次いなべ市総合計画のうち、第1期基本計画（Ｈ28年度からＲ2年度までの5か年）が満
了を迎えるにあたり、第2期後期計画（Ｒ３年度からＲ７年度までの5か年）を、令和元年度と令和2年度の２か年をかけ策定します。

第1次総合戦略【5か年】H27～H31/R1年度第1次総合戦略【5か年】H27～H31/R1年度

策定作業
・各種アンケート
（一般、中学生、企業）
・審議会、策定部会
・庁内ヒアリング など

総合計画から「人口
減少の克服」、「地方
創生対策」に

資する施策を抜粋し
策定

1第2次総合戦略【5か年】R2～R6年度第2次総合戦略【5か年】R2～R6年度



住み続けたい
住んでみたいまち【定住】

訪れたい
交流したいまち【交流】

みんなが活躍するまち【協働】

いなべブランドの創造

市民が主役のまちづくり

45,684 44,601 43,408 42,060 40,564 38,941 
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Ｊ．伝統や歴史を感じる文化の…

Ｉ．健康やスポーツの推進

Ｈ．交通や都市基盤の発達

Ｇ．防犯、災害体制の整備

Ｆ．活気がありにぎやか

Ｅ．子育てしやすい

Ｄ．自然と都市機能の調和

Ｃ．若者にとって魅力的

Ｂ．医療や福祉の充実

Ａ．高齢になっても生甲斐を…

２．人口予想

年齢３区分人口割合の推計 （％）

３．いなべ市の将来像 市民満足度調査（Ｈ26） （％）
まちづくりをとりまく背景・まちづくりの課題

１．社会潮流の動向
①少子高齢化と人口減少の進行
②地方分権の進展
③安全・安心のまちづくり
④価値観やライフスタイルの多様化
⑤環境保全への取組
⑥生活圏の広域化
⑦高度情報課
⑧国際化

⇒人口減少・高齢化への対応

⇒高齢者が生甲斐を持って暮らせるまちづくり、まちの将
来を担う若者が定着したくなるまちづくりへの対応

⇒激しく変化する社会潮流への対応

【分野横断的な課題】

①まちの魅力の向上 ⇒定住・移住、交流促進
②市民が主役のまちづくり ⇒やりがい、生きがい、幸福感の向上

【分野別の課題】

③少子高齢化への対応 ⇒地域福祉、健康・生きがいづくりの促
進、医療・福祉の充実、安心して子ども産み育てられる環境整備
④安心安全の確保 ⇒市民の命と財産を守る対策の充実、自然と
調和したまちづくり
⑤都市拠点の創造・ネットワーク化交通の利便性向上、賑いづくり

⇒公共交通の利便性の向上、道路網等生活拠点の機能強化、農
林業や観光の振興、企業誘致の促進
⑥環境保全 ⇒景観保全、環境保全、地域循環型社会への取組

４．まちづくりの主な課題

将来人口推計 （人）

まちづくりの基本方針

１．まちづくりの将来像

10年後（2025）に目指す市の姿
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基本方針（将来像を達成するための柱）

２．計画最終年次（2025年）の人口

■共通目標

■柱を横断した視点

４４，０００人

３．計画最終年次度（2025年度）の財政フレーム

１７０～１８０億円

■20才以上の市民
■中学生
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急速な少子高齢化の進展
↓

●地方の人口減少に歯止めをかける
●東京圏への過度の人口集中の是正
●地域での住みよい環境の確保

↓
将来にわたって活力ある日本社会の維持

まち・ひと・しごと創生法 H26年度

国

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」
人口の現状と将来像、 2060年に1億人程度の人口を

確保する長期展望を提示

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
Ｈ27～Ｈ31年度（５ヵ年）の政策目標や具体的な施策

を策定

方 策

いなべ市

地
方
創
生
の
推
進

人口等に関する現状分析、将来人口の推計と分析

2040年 40,000人

「いなべ市人口ビジョン」 H27年8月

●計画期間H27年度～H31年度

●総合計画から「人口減少の克服」、「地方創生対策」に
資する施策を抜粋し策定

●「定住人口」と「交流人口」の２つの人口に着目し
「住んでいーな！来ていーな！を実感できるまち」を
戦略の横断的な視点に施策推進

●国の「まち・ひと・しごと総合戦略」で示される４つの
政策分野を踏まえ、市独自の４つのプロジェクトを設定

「いなべ市総合戦略」 H27年12月

【定住対策でめざすもの】

結婚・出産・子育ての希望が叶う支援の推進、住みよいまちづ
くり等による

“住んでいーな！”を実感できるまちいなべ

【移住・交流対策でめざすもの】

いなべの豊かな自然を活かした観光振興や企業・創業支援策
による

“来ていーな！”を実感できるまちいなべ

■戦略の視点

地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする

① しごと創生プロジェクト
地方への新しい人の流をつくる

② であい創生プロジェクト

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

③ みらい創生プロジェクト
時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

④ くらし創生プロジェクト

■４つのプロジェクト

いなべ市総合計画・総合戦略の進捗管理

１．計画推進体制

「いなべ市総合計画推進条例」
に基づき、総合計画の推進体制
を整備し計画を推進

２．計画の進捗管理

総合計画審議会
策定部会

【市役所庁内体制】
総合計画策定委員会

策定部会
ワーキング

●目指す姿の実現に向けて、設定した成果指
標の進捗を評価することにより行う。

●評価等にあたっては、ＰＤＳサイクルの視点
で、毎年度、計画の実施状況や効果検証の定量

的な評価を行い、必要に応じて取組の改善を行
う。

ＰＬＡＮ

ＤＯＳＥＥ

【評価検証の事例】

3

防犯灯設置灯数（修繕含む）（各年）



 

 

平成 26 年３月 25 日 

いなべ市条例第１号 

   いなべ市総合計画条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、総合的かつ長期的な行政運営を図るため、市の総合計画の策定

に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 (1) 総合計画 市における総合的かつ長期的な行政運営を図るための計画であっ

て、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。 

 (2) 基本構想 市の将来像及びこれを達成するための施策の大綱を示したものを

いう。 

 (3) 基本計画 基本構想を踏まえた市政の基本的な計画であって、施策の基本的

な方向及び体系をいう。 

 (4) 実施計画 基本計画を踏まえた市政の具体的な計画であって、施策を実現す

るため実施する事業をいう。 

 （策定方針） 

第３条 総合計画は、総合的かつ長期的な見地から策定しなければならない。 

２ 総合計画は、適切な計画期間を設定し、地域の実情、社会経済情勢の変化等に応

じて、これらに適合するように策定するものとする。 

３ 総合計画は、市民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、市

民との協働によって策定するものとする。 

 （いなべ市総合計画審議会） 

第４条 市長は、総合計画の策定及び変更並びに進捗管理を行うに当たっては、あら

かじめ、附属機関（地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定

により設置する市長の附属機関をいう。）に諮問し、その答申を最大限に尊重する

ものとする。 

２ 前項の規定による諮問に応じて調査し、及び審議する機関として、いなべ市総合

計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （審議会の組織） 

第５条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 本市の住民 

 (3) その他市長が特に必要と認めた者 

３ 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

資料２ 



 

 

 （会長及び副会長） 

第６条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （合議体） 

第７条 審議会は、その指名する委員10人以内をもって構成する合議体で、総合計画

の進捗管理に係る審議を行う。 

 （議会の議決） 

第８条 市長は、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。 

２ 第４条第１項及び前項の規定は、基本構想の変更について準用する。 

 （基本計画及び実施計画の策定） 

第９条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定しなければならな

い。 

 （総合計画の公表） 

第10条 市長は、総合計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

２ 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。 

 （総合計画との整合） 

第11条 市長は、行政各部門における計画を策定し、又は変更するに当たっては、総

合計画との整合を図らなければならない。 

 （達成状況の公表） 

第12条 市長は、総合計画の達成状況について、市民に公表するものとする。 

 （委任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定めるものとする。 

   附 則 

 この条例は、平成 26 年４月 1日から施行する。 



 

 

平成 26 年３月 28 日 

いなべ市規則第４号 

   いなべ市総合計画条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、いなべ市総合計画条例（平成 26 年いなべ市条例第１号。以下

「条例」という。）第 13 条の規定に基づき、いなべ市総合計画の策定、変更及び進

捗管理並びにいなべ市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し、

必要な事項を定める。 

 （総合計画の計画期間） 

第２条 条例第３条第２項に規定する計画期間は、次のとおりとする。 

 (1) 基本構想は、10 年とする。 

 (2) 基本計画は、５年とする。 

 (3) 実施計画は、３年とする。ただし、１年を経過するごとに見直すものとする。 

 （市民との協働） 

第３条 条例第３条第３項に規定する必要な措置は、市民満足度調査、市民参加型意

見交換会及び意見提出手続とする。 

 （審議会の会議） 

第４条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができ

ない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くこと

ができる。 

５ 会議は、審議会が不適当と認める場合を除き、公開とする。 

 （会議録等） 

第５条 会議録には、次の各号に定める事項を記載しなければならない。 

 (1) 会議名 

 (2) 開催日時 

 (3) 開催場所 

 (4) 出席した委員の氏名 

 (5) 議題及び会議の公開又は非公開の別 

 (6) 非公開の理由（会議を非公開とした場合に限る。） 

 (7) 傍聴人の数 

 (8) 発言の内容 

 (9) その他審議会が必要と認める事項 

２ 会議録は、会議終了後、速やかに作成し、市のホームページ等により公表しなけ

ればならない。 

資料３ 



 

 

 （庶務） 

第６条 審議会の庶務は、総合計画所管課において処理するものとする。 

 （委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会

議に諮ってこれを定めるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行後最初に開かれる会議は、第４条第１項の規定にかかわらず、

市長が招集するものとする。 
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いなべ市総合計画審議会の会議に関する指針 

 

１ 趣旨 

いなべ市総合計画条例施行規則（平成 26 年いなべ市規則第 4 号）第７条の規

定に基づき、いなべ市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の会議に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

２ 会議開催の事前公表 

(１) 審議会の会議を開催するときは、当該会議を開催する日の１週間前までに、

インターネットの本市のホームページにより、審議会の会議開催を事前に公表

するものとする。 

(２) 次項に規定する公開することができない会議にあっては、事前公表に公開で

きない旨を含めて公表するものとする。 

 

３ 会議の公開基準 

(１) 審議会の会議は、原則公開とする。 

(２) 次に掲げるいずれかに該当するときは、会議を公開しないものとする。 

  ア 法令又は条例等により、公開することができないと認められるもの。 

  イ 個人情報が含まれるもの。 

  ウ 個別の具体的な事業及び施設等に関することで、公開することにより審議、

調査及び検討等に支障を生ずるおそれがあるもの。 

エ 個人又は法人等の事業に関する情報であって、公表することにより当該個人

又法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。 

オ 市等の事務事業に係る意思形成過程における審議、調査、検討等に関する情

報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の事務事業に係る意思

形成に支障を生ずるおそれがあるもの。 

  カ 検査、監査、取締り、入札、試験、交渉、渉外、争訴、人事等の事務事業に

関する情報であって、公開することにより、当該もしくは同種の事務事業の目

的が損なわれ、又はこれらの事務事業の構成又は円滑な執行に支障を生ずるお

それがあるもの。 

  キ 公開することにより、個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その

他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるもの。 

 

４ 会議の傍聴等 

 (１) 審議会の会議を傍聴しようとする者は、会議を開催する会場の受付で、傍聴

希望申請書(様式第１号)により申請を行い、傍聴許可証(様式第２号)を受領し、

会議の会場に入場するものとする。 

資料４ 
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 (２) 審議会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、５名とし、

会場に一定の傍聴席及び記者席を設けるものとする。 

 (３) 傍聴を希望する者が定員を超えるときは、公平性を期し、抽選により決定す

る等の措置をとるものとする。 

 (４) 次に掲げるいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができないものとす

る。 

  ア 銃器その他危険なものを持っている者 

  イ 酒気を帯びていると認められる者 

  ウ 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

  エ 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者 

  オ ア、イ、ウ及びエに定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼ

すおそれがあると認められる者 

(５) 傍聴席及び記者席では、次に掲げる事項を守らなければならない。 

  ア 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しな

いこと。 

  イ 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。 

  ウ はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

  エ 喫煙をしないこと。 

  オ みだりに席を離れ、不体裁な行為をしないこと。 

  カ 携帯電話等音の出る機器について電源を切るなど音の出ない措置を行うこ

と。 

  キ 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはなら

ない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。 

  ク ア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキに定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、

又は会議の妨害となるような行為をしないこと。 

 

５ 会議資料 

傍聴席及び記者席には、審議会の構成と同様に会議資料を配布するものとする。 

 

６ 運営状況の報告及び公表 

審議会の運営状況の公表は、ホームページへの搭載により行うものとする。 

 

  附 則 

  この指針は、平成 2６年１０月３０日から施行する。 



3 

 

様式第１号(指針４関係) 

受付番号      

 

いなべ市総合計画審議会会議傍聴希望申請書 

 

いなべ市総合計画審議会会長 あて 

 

年  月  日 

申 請 人 

住  所 

〒    － 

 

電話    －   － 

申 請 人 

氏  名 

 

法人等の名称 ※ 
 

※ 法人として傍聴を希望する場合は、記入してください。 

 

 

 

傍聴許可書管理番号  

 

【傍聴希望者が定員を超える場合】 

抽選の順  抽選後の番号  

 

【その他必要な事項】 

備 考  

≪ 事務局使用欄 ≫ 
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様式第２号(指針４関係) 

 

傍聴許可証 

（表） 

管理番号    

        いなべ市   

 

総合計画審議会 会議 

傍聴許可証 

 

いなべ市総合計画審議会 会長 

 

注）許可書番号は、１から５までとする。 

 

（裏） 

【 傍聴人の守るべき事項 】 

ア 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しない 

こと。 

イ 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。 

ウ はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 

エ 喫煙をしないこと。 

オ みだりに席を離れ、不体裁な行為をしないこと。 

カ 携帯電話等音の出る機器について電源を切るなど音の出ない措置を行うこと。 

キ 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならな 

い。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。 

ク ア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキに定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、 

又は会議の妨害となるような行為をしないこと。 

※ 以上の事項をお守りにならない場合は、ご退場いただくことがあります。 

 ただし、桃色用紙を使用し、横 110mm 以内、縦 80mm 以内とする。 

 



急速な少子高齢化の進展
↓

・地方の人口減少に歯止めをかける
・東京圏への過度の人口集中の是正
・地域での住みよい環境の確保

↓
将来にわたって活力ある日本社会の維持

まち・ひと・しごと創生法 H26年度

まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン、総合戦略について

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」
人口の現状と将来像、 2060年に1億人程度
の人口を確保する長期展望を提示

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
2015～2019年度（５ヵ年）の政策目標や
具体的な施策を策定

方 策

【地方支援】

・情報支援
・財政支援
・人的支援

国

【目標人口】
H52年度（2040年度） 40,000人

【戦略の視点】

定住人口、交流人口の２つの人口に着目した「“住んでいーなー”（定住対策）、
“来ていーなー”（移住交流対策）」を実感できるまち

【プロジェクト】
「しごと創生プロジェ口」 「であい創生プロジェクト」 「みらい創生プロジェクト」
「くらし創生プロジェクト」

「いなべ市人口ビジョン」 H27年8月
人口等に関する現状分析、将来人口の
推計と分析など

「いなべ市総合戦略」 H27年12月
・人口減少の克服、地方創生対策に資す
る施策を抜粋し策定
・計画期間H27年度～H31年度

いなべ市

資料５



 

総合計画と地方人口ビジョン・地方版総合戦略との関係 

 
 

 
１ 計画期間の違い                                            ２ 記載事項等の違い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本構想 

人口ビジョン 

基本計画 

実施計画 

総合戦略 

基本目標 
基本的方向 

具体的施策 
ＫＰＩ 

2021 年 2026 年 2040 年 

10 年 

25 年（2015 年から） 

10 年 

５年（2015 年から） 

３年間でローリング 

 
 総合計画 地方人口ビジョン 地方版創造戦略 

根拠法令 
  まち・ひと・しごと創生

法第 10 条 

記載事項 

①基本構想 
・将来像 

・人口フレーム 

・基本指針 

・施策大綱 

 

②基本計画 
・施策体系 

 

 

 

 

 

③実施計画 

①人口の現状分析 
・人口動向分析 

・将来人口推計・分析 

・人口変化による影響

分析・考察 

 

②人口の将来展望 
・将来展望に必要な調

査分析 

・めざすべき将来の方

向性 

・人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①基本目標 

②施策に関する基

本的方向 

③具体的施策・ 

ＫＰＩ 

④ＰＤＣＡサイクル 

策定体制 審議会・策定委員会等 
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まち・ひと・しごと創生事業の概要 

１．社会背景 

 我が国は、2008 年（平成 20 年）をピークに人口減少が進んでいます。急速な少子高齢化の進

展に的確に対応し、人口減少の歯止めをかけること、東京圏への人口の過度の集中を是正すること、

そしてそれぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持してい

くことが緊急の課題となっています。 

■国の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

■人口減少と地域経済縮小の克服 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 20 年をピークに人口減少へ 
人口減少に歯止めをかける「積極戦略」 

人口減少に対応するための「調整戦略」 
 

「少子化対策 
基本法」制定 

少子化社会対策会議 

↓ 
子どもと家族を応援する日本重点戦略 

↓ 
少子化対策特別部会第１次報告で 

これからの保育制度のあり方を提言 

第 18 条 

第 1 次安倍改造内閣以降 
「内閣府特命担当大臣

（少子化対策担当）」設置

平成15年 平成 19年 

「日本創生会議」のもとに
「人口減少問題検討分科会」

設置 

平成26年 

まち・ひと・しごと創生法 

↓ 
少子高齢化の進展に的確に対応 

↓ 
人口減少に歯止めをかけ、東京圏への人口の過度の集中
を是正し、住みよい住環境を確保し、将来にわたって活

力ある日本社会を維持する 

 人口減少 

・日本の総人口は 2008 年をピークに減少 

・2050 年には 9,700 万人程度となる 

・2100 年には 5,000 万人を割り込む 
・地方の若い世代が、過密で出生率が極め

て低い大都市部に流出し、日本全体とし

ての少子化、人口減少につながっている。 

 地域経済の縮小 

・人口減少による消費市場の規模縮小 
・地域経済の縮小が、住民の経済力の低下

につながり、地域社会の様々な基盤の維

持を困難としている 
・地方と東京圏の経済格差拡大等が、若い

世代の地方からの流出と東京圏への一

極集中を招いている 

地
域
産
業
の
競
争
力
低
下
と 

人
口
減
少
の
悪
循
環 

資料６ 
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２．まち・ひと・しごと創生について 

国 
長期ビジョン：2060 年に 1 億人程度の人口を確保する中長期展望を提示 

総合戦略：2015～2019 年度（5 か年）の政策目標・施策を策定 

地方 

地方人口ビジョン：各地域の人口動向や将来人口推計の分析や中長期の将来展望を提示 
地方版総合戦略：各地域の人口動向や産業実態等を踏まえ、2015～2019 年度（5 か年）の

政策目標・施策を策定 

 

（１）国の指針 

まち・ひと・しごと創生法が平成 26 年 12 月２日に施行され、「2060 年に１億人程度の人口

を確保する」ことを国の長期ビジョンとして据え、「2015～2019 年の政策目標・施策を策定」

することとしています。 

地方創生は、言うまでもなく「ひと」が中心であり、長期的には、地方で「ひと」をつくり、そ

の「ひと」が「しごと」をつくり、「まち」をつくるという流れを確かなものにしてく必要があり

ます。 

これまでに講じられてきた、地域経済・雇用対策や少子化対策は、個々の対策としては一定の成

果を上げたものの、対極的には地方の人口流出が止まらず少子化に歯止めがかかっていない状況で

す。その要因として、府省庁・制度ごとの「縦割り」構造や地域特性を考慮しない「全国一律」の

手法、効果検証を伴わない「バラマキ」、地域に浸透しない「表面的」な施策、「短期的」な効果を

求める施策といった 5 点が挙げられます。 

 こうした従来の政策の弊害を排除し、人口減少の克服と地方創生を確実に実現するため、５つの

政策原則に基づき、関連する施策を展開することが必要とされています。 

 

① 自立性：国の支援がなくとも地域・地方の事業が継続する状態を目指す。 

② 将来性：自主的かつ主体的に取り組むことを支援する施策に重点を置く。 

③ 地域性：「縦割り」的な支援ではなく、各地域の実態に合った施策を支援する。 

④ 直接性：ひとの移転・しごとの創出やまちづくりを直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

⑤ 結果重視：明確な PDCA メカニズムの下に、客観的な指標により検証し、必要な改善を行う。 

 

（２）市町村における対応 

「各地域の人口動向や将来人口推計の分析や中長期の将来展望を提示」し「各地域の人口動向や

産業実態等を踏まえ、５か年の政策目標・施策を策定」することが求められています。人口減少に

歯止めをかけるために、地方に「しごと」の創出と「ひと」の流れをつくることで好循環を作り、

「まち」の活性化を図っていくことが求められています。 
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３． まち・ひと・しごと創生法 

【目的（第１条）】 

 少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の

集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持し

ていくためにまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。 

 

【基本理念（第２条）】 

①国民が個性豊かで魅力ある地域社会で潤いある豊かな生活を営めるよう、それぞれの地域の実情に

応じた環境を整備 

②日常生活・社会参加の基盤となるサービスについて、需要・供給を長期的に見通しつつ、住民負担

の程度を考慮して、事業者・住民の理解・協力を得ながら、現在・将来における提供を確保 

③結婚・出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚・出産・育児について希望

を持てる社会が形成されるよう環境を整備 

④仕事と生活の調和を図れるよう環境を整備 

⑤地域の特性を生かした創業の促進・事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会を創出 

⑥地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図る 

⑦国・地方公共団体・事業者が相互に連携を図りながら協力するよう努める 

 

【まち・ひと・しごと創生本部（第 11 条～第 20条）】 

本部長：内閣総理大臣 

副本部長：内閣官房長官、地方創生担当大臣  

本部員：上記以外の全閣僚  

 

         【まち・ひと・しごと創生総合戦略（閣議決定）（第８条）】 

        内容：まち・ひと・しごと創生に関する目標や施策に関する基本的方向等 

推進・検証  ※人口の現状・将来見通しを踏まえるとともに、客観的指標を設定 

 

           勘案                       勘案 

 

【都道府県まち・ひと・しごと】創生総合戦略（努力義務）（第９条）】 

 

                勘案 

 

          【市町村まち・ひと・しごと】創生総合戦略（努力義務）（第 10 条）】 
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４．地方人口ビジョン  

将来的な人口維持のために、自治体の特性に合った取り組みを進めることを目的に、人口の動向

を分析し、今後の取り組みを検討する基礎資料として 2060 年までを見通す「地方人口ビジョン」

を策定します。 

 

 

今後の基本的視点 

 １．「東京一極集中」の是正 

 ２．若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現      

 ３．地域の特性に即した地域課題の解決 

 

 

目指すべき将来の方向 

 ・若い世代の希望が実現すると、出生率は 1.8 程度に向上する。 

 ・人口減少に歯止めがかかると 50 年後１億人程度の人口が確保される。 

 ・さらに、人口構造が「若返る時期」を迎える 

 ・「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると、50 年後も実質 GDP 成長率は、

1.5～２％程度が維持される。 

 

 

 

 

 ・国の「長期ビジョン」を勘案しつつ、人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方向と人

口の将来展望を提示 

 ・対象期間は長期ビジョンの期間（2060 年）を基本とする。 

 

                                   ②人口の将来展望 

           

  ①人口の現状分析               

    

 

 

 

 
                         総人口や年齢 3 区分別人口等の将来を展望 

  

■国における長期ビジョンが目指す将来の方向 

■市町村における地方人口ビジョンが目指す将来の方向 

 ア 将来展望に必要な調査・分析 

 イ 目指すべき将来の方向 

 ウ 人口の将来展望 

 
 ア 人口動態分析 

 イ 将来人口の推計と分析 

 ウ 人口の変化が地域の将来に与える 

   影響の分析・考察 
自然増減   ＋  社会増減 

 

国民の希望の実現に全力を

注ぐことが重要 

 

⇒ 
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５．地方版総合戦略 

（１）地方版総合戦略の策定 

地方版総合戦略は、国の長期ビジョンと総合戦略を勘案し、「地方人口ビジョン」を踏まえて策

定する必要があります。国の総合戦略で示されている「政策パッケージ」を参考に、地域の実情に

応じた施策や取り組みを検討し、より地域性のあるものとすることが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

基本目標 

■国の長期ビジョン・総合戦略イメージ 

 
中長期展望 

 

 

地方における安定した雇用を

創出する 
 
雇用創出数：●●人 

時代に合った地域をつくり、安

心なくらしを守るとともに、地域

と地域を連携する 
 
「小さな拠点数」：●●か所 

 

地方への新しいひとの流れを

つくる 
 
転出者数：●●人 

若い世代の結婚・出産・子育て

の希望をかなえる 
 
出生数：●●人 

基本目標と基本的方向（例） 具体的な施策（例） 

■地方版人口ビジョン・総合戦略イメージ 

 中長期展望 

Ⅰ． 

人口の現状分析 

・人口動向や将来

人口推計の分析 

 

 

Ⅱ． 

人口の将来展望 

・目指すべき将来

の方向性や施策

の方向性を踏ま

えた人口の将来

展望 

農業の担い手確保・育成 KPI：新規就農者数 ●●人 

観光振興策の実施 KPI：観光入込客数 ●●人 

移住・交流の専門相談員の配置 KPI：相談件数 ●●件 

若者向け職業相談 KPI：若者の就業率 ●●％ 

地域交通の利用促進 KPI：路線バスの利用者数 ●●人 

中心市街地の活性化 KPI：空き店舗数 ●●店 

多子世帯の負担軽減 KPI：実施市町村数 ●●市町村 

企業や本社機能の立地の促進 KPI：進出企業数 ●●

 政策パッケージ 

 Ⅰ． 

人口減少問題

の克服 

◎2060 年に１億

人程度の人口

を確保 

 
 Ⅱ． 

成長力の確保 

◎2050 年代に実

質 GDP 成長率

1.5〜2%程度維

持 

 

地域の中核企業、中核企業候補 1,000 社支援：雇用者数８万人創出 

訪日外国人旅行消費額３兆円へ（2013 年 1.4 兆円） 

 ：雇用者数８万人創出 

農林水産業の成長産業化 ６次産業市場 10 兆円：就業者数５万人創出 地方における安定した雇用を創出する  
◆若者雇用創出数（地方） 

2020 年までの５年間で３０万人 など 

地方移住の推進進：年間移住あっせん件数 11,000 件 
企業の地方拠点強化：拠点強化件数 7,500 件、雇用者数 

地方大学等活性化：自県大学進学者割合平均 36%（2013 年度 32.9％） 

若い世代の経済的安定：若者就業率 78%（2013 年度 75.4％） 

ワーク・ライフ・バランス実現：男性の育児休業取得率13%（2013年2.03％） 

 

妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

：支援ニーズの高い妊産婦への支援実施 100% 

「小さな拠点」の形成：「小さな拠点」形成数 
定住自立圏の形成促進：協定締結等圏域数（140 圏域） 
既存ストックのマネジメント 

：中古・リフォーム市場規模 20 兆円（2010 年 10 兆円） 

地方への新しいひとの流れをつくる  
◆地方・東京圏の転出入均衡（2020 年） 

 ・地方→東京圏転入６万人減 

 ・東京圏→地方転出４万人増 など 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望を

かなえる  
◆結婚希望実績指標 80％（2010 年 68％） 

◆夫婦子ども数予定（2.12）実績指標 95％ 

（2010 年 93％） など 

時代に合った地域をつくり、安心なくらし

を守るとともに、地域と地域を連携する  
地域連携数など 

※目標数値は地方版総合戦略を踏まえ設定 

長期ビジョン 

（2060 年まで） 
総合戦略（2019 年度までの５か年） 

地方人口ビジョン 

（2060 年までを基本） 

地方版総合戦略（2019 年度までの５か年） 
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市町村のまち・ひと・しごと創生に関する目標 

  ・市町村の人口の現状と将来の展望（「地方人口ビジョン」）を踏まえた上で、地域の実情

に応じながら政策分野ごとの基本目標を設定 

   （例）国の総合戦略の基本目標 

政策分野 基本目標 

しごとづくり 地方における安定した雇用を創出する 

ひとの流れ 地方への新しいひとの流れをつくる 

結婚・出産・子育て 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

まちづくり 
時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、

地域と地域を連携する 

  ・数値目標の設定 

 

 

 

市町村のまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本的方向 

  ・基本目標の達成に向けて推進していく政策の基本的な方向性 

 

 

市町村のまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策を総合的かつ計画的

に実施するために必要な事項 

 ・基本目標で設定した政策分野ごとに、それぞれ地域の実情に応じながら計画期間（５年間）

のうちに実施する具体的な施策 

 ・ＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定：施策の進捗状況を検証するために設定する指標 

 

（まち・ひと・しごと創生法第 10 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■地方版総合戦略の全体的な構成 
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（２）数値目標・重要業績評価指標の設定 

 地方版総合戦略は、ＰＤＣA サイクルを確立し着実に実施していくため、基本目標、施策ごとに

数値目標を定める必要があります。また、行政活動そのものの結果（アウトプット）ではなく、実

現すべき成果（アウトカム）に結び付けることが重要です。 

 地方版総合戦略の推進にあたっては、実施計画に基づいて事業を実施し、設定した数値目標を基

に、実施した施策・事業の効果を検証しながら、必要に応じて総合戦略を改訂するという一連のプ

ロセス（ＰＤＣＡサイクル）を実行していくことになります。 

 

■ＰＤＣＡサイクルによる計画の実施イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 PDCA サイクル 

Plan：実施計画において KPI を設定 

 

Do：事業を実施 

Check：外部有識者も参加した検証

機関において、KPI により効果を検証 

Action：総合戦略の改訂 

実施計画 

農業の担い手確保・育成  

KPI：新規就農者数 ●●人 

移住・交流の専門相談員の配置 

KPI：相談件数 ●●件 

若者向け職業相談 

KPI：若者の就業率 ●●％ 

・
・
・
・



第２次いなべ市総合戦略・第２次いなべ総合計画後期基本計画　スケジュール（案）

●

― ―
★

― ―
★ ★

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

令和２年度

３月１月４月 ８月

検証

印刷・
製本

修正
（随時）

報告書作成

基本計画序論作成

調整

素案
修正

３月

編集・校正

後期計画
パブコメ

５月

シート
作成

とりまと
め

１０月

検証

２月６月 １２月

計画素案
各課確認

区分
１月

令和元年度

６月 ７月 ８月 １２月４月 ２月１１月

総合計画審議会

１１月９月９月 １０月５月 ７月

議会

各
種
会
議
等

トップインタビュー

そ
の
他

総合戦略

基本計画素案作成

アンケート調査

配付
回収

基本計画（序論）

計画書
（概要版）の作成

とりまとめ

素案の作成・修正

総合戦略
パブコメ

団体ヒアリング

市
民
参
画

基本計画（本編）

シート配
付・回収

総合計画策定部会
（４部会）

庁内各課ヒアリング シート配
付・回収

パブリックコメント
の実施

とりまとめ
シート作
成

計
画
策
定

調査票作成
配布・
回収

入力・集計

シート
作成

・総合戦略

審議

・各種調査結果報

告
基本計画案審議

（２回開催）

基本計画案審議

基本計画報告 成果品の報告

・スケジュール確認

・アンケート調査

総合戦略報告

・スケジュー

ル確認

・総合戦略

報告
・進捗

管理

・進捗

管理

資料7



令和元年 いなべ市総合計画審議会 会議開催予定 

 

回数 日程 時間 場所 

第１回 令和元年 ５月１６日（木） 午後２時から いなべ市役所 シビックコア １階 研修室１ 

第２回 令和元年 ８月 ８日（木） 午後２時から いなべ市役所 シビックコア １階 研修室１ 

第３回 令和元年１０月１０日（木） 午後２時から いなべ市役所 シビックコア １階 研修室１ 

第４回 令和元年１１月２６日（火） 午後２時から いなべ市役所 シビックコア １階 研修室１ 

第５回 令和２年 ２月１８日（火） 午後２時から いなべ市役所 シビックコア １階 研修室１ 

 

 審議会の日程は、本日現在の予定であり、変更になる場合があります。変更に場合は、ご連絡いたします。 

 また、毎回、開催前に開催通知によりご連絡させていただきます。 

 欠席の際は、お電話でご連絡ください。 
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【調査票の記入について】 

１ この調査票は、宛名のご本人がご記入ください。 

２ 令和元年６月１日現在の内容でご記入ください。 

３ お答えは、あてはまる番号に○をつけてください。 
なお、誤って○をつけた場合は、はっきり二重線で取り消してください。 

４ お答えが「その他」にあてはまる場合は、（  ）に具体的にご記入ください。 

【調査票の回収について】 

ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒に入れ、 

６月 28 日（金）までに投函してくださいますよう、 

お願いいたします。（切手不要） 

【調査についてのお問い合わせ】 

〒511－0498 

いなべ市北勢町阿下喜 31 番地 

いなべ市 企画部 政策課 

Tel:0594-86-7741 Fax:0594-86-7858 

回答についてのお願い 

 

 

 

～あなたの声をいなべ市のまちづくりに活かします～ 

 市民の皆様には、日頃からいなべ市政の推進にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 このアンケート調査はまちづくりの基本的指針を定める第２次いなべ市総合戦略・第２次いなべ

市総合計画後期基本計画の策定に当たり、市民の皆さま方のご意見、ご提言を伺うものです。総合

戦略・総合計画とは、いなべ市の進む方向を定めるもので、この計画に基づいてまちづくりが行わ

れます。 

 本調査では、広く市民の皆さまのご意見、ご提言をお伺いし、計画策定に活用させていただくた

めのものです。 

 なお、調査の対象者は、いなべ市にお住まいの 18 歳以上の方 3,000 人を無作為に抽出いたし

ました。お答えいただいた結果は統計的に処理いたしますので、皆様にご迷惑をお掛けすることは

ございません。 

 お忙しいところお手数をお掛けいたしますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

令和元年６月 いなべ市長 日沖 靖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

第２次いなべ市総合戦略・第２次いなべ市総合計画後期基本計画策定のための 

ま ち づ く り 市 民 満 足 度 調 査 

資料８ 



2 

１ 最初に、あなたご自身についてうかがいます。 

 

問１ あなたの性別をお答えください。（いずれかに○） 

１．男性    ２．女性 

 

問２ あなたは何歳ですか。（数字を記入） 

（        ）歳 

 

問３ あなたがお住まいの町はどちらですか。（○は１つ） 

１．北勢町  ２．員弁町  ３．大安町  ４．藤原町  

 

問４ あなたのご職業を教えてください。（○は１つ） 

１．農林水産業  ２．自営業及びその家族従業者 ３．会社員 

４．団体職員   ５．公務員   ６．自由業 

７．パート・アルバイト ８．学生   ９．家事専業  

10．無職   11．その他（                 ） 

 

＜問４で「１」～「８」と回答した方におたずねします。＞ 

問５ あなたの通勤（または通学）先はどちらですか。（いずれかに○） 

１．いなべ市内  ２．いなべ市以外（        市・町・村） 

 

問６ 
あなたのいなべ市での居住年数をお答えください。（○は１つ） 
※合併前の旧町での居住年数を含む 

１．１年未満 ２．１年以上５年未満  ３．５年以上 10 年未満 

４．10 年以上 15 年未満 ５．15 年以上 20 年未満 ６．20 年以上 

  

問７ あなたのご家族はどのような構成ですか。（○は１つ） 

１．ひとり暮らし ２．夫婦のみ  ３．２世代（親と子） 

４．３世代（祖父又は祖母と親と子） ５．その他（                  ） 

 

問８ あなたがお住まいの住居はどのような形態ですか。（○は１つ） 

１．持ち家（一戸建） ２．持ち家（分譲マンション） ３．民間の賃貸住宅 

４．公営の賃貸住宅 ５．社宅・社員寮・官舎 

６．その他（             ）  
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２ いなべ市のまちづくりについてうかがいます。 

 

問９ いなべ市に「自分のまち」といった愛着、親しみを感じますか。（○は１つ） 

１．感じている ２．感じていない ３．どちらともいえない 

 

問 10 あなたは、いなべ市の住みやすさについてどのように感じますか。（○は１つ） 

１．とても住みやすい ２．どちらかといえば住みやすい 

３．どちらかといえば住みにくい ４．とても住みにくい 

５．どちらともいえない 

＜問 10 で「１．とても住みやすい」または「２．どちらかといえば住みやすい」と回答した方におた

ずねします。＞ 

問 11 住みやすいと感じる理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．友人・知人が多いから ２．自然に恵まれているから  

３．交通事情や交通の便が良いから ４．通勤・通学に便利だから  

５．買い物に便利だから ６．住民が親切で人情味があるから  

７．物価が安いから ８．子育て環境が良いから  

９．消防・防災体制が整っているから 10．防犯体制が整っているから 

11．医療サービスが良いから  12．福祉サービスが良いから 

13．働く場所があるから   14．住民の意見が市政に反映されているから 

15．まちのイメージや雰囲気が良く、親しみや愛着があるから  

16．その他（                                 ） 

 

＜問 10 で「３．どちらかといえば住みにくい」または「４．とても住みにくい」と回答した方におた

ずねします。＞ 

問 12 住みにくいと感じる理由はなんですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．友人・知人が少ないから ２．自然環境が良くないから  

３．交通事情や交通の便が良くないから ４．通勤・通学に不便だから  

５．買い物に不便だから ６．人間関係が良くないから  

７．物価が高いから ８．子育て環境が良くないから  

９．消防・防災体制が不十分だから 10．防犯体制が不十分だから 

11．医療サービスが不十分だから 12．福祉サービスが不十分だから 

13．働く場所がないから   14．住民の意見が市政に反映されていないから 

15．まちのイメージや雰囲気が悪く、親しみや愛着を感じないから  

16．その他（                                 ） 

 

⇒問 11 へ ⇒問 11 へ 

⇒問 12 へ ⇒問 12 へ 

⇒問 13 へ 
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問 13 あなたは、これからもいなべ市に住みたいと思いますか。（○は１つ） 

１．ずっと住み続けたい 

２．他市に移り住みたい  ⇒住みたい市町村（        市・町・村） 

３．わからない 

 

 

＜問 13 で「２．他市に移り住みたい」と回答した方におたずねします。＞ 

問 14 他市に移り住みたいと感じる理由はなんですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．親から独立をするため ２．転勤や転職の予定があるため 

３．結婚をするため ４．自分の子どもの誕生や成長に備えるため 

５．親世帯との同居に対応するため ６．子どもが独立し定住する理由がなくなった 

７．子世帯との同居に対応するため ８．親から家を相続したり、譲り受けるため  

９．子世帯などへ家を譲渡するため 10．ローン、家賃などの費負担を軽減するため 

11．自然豊かな地域で住環境を良くするため 12．利便性の高い地域で住環境を良くするため 

13．高齢期にも住みやすい住宅・環境にするため 

14．その他（                                 ） 

 

 

＜問 13 で「２．他市に移り住みたい」と回答した方におたずねします。＞ 

問 15 どのような条件が整えばこれからもいなべ市に住み続けたいですか（○は３つまで） 

１．就労の場があること ２．親や子、友人・知人が近くにいること 

３．価格や広さなど住宅事情のよさ ４．農業や家庭菜園ができること 

５．交通・通勤の利便性のよさ ６．日ごろの買い物などの便利さ 

７．保育所や公園などの子育て環境のよさ ８．学校などの教育環境のよさ 

９．文化・スポーツ施設の利用のしやすさ 10．福祉・医療施設の利用のしやすさ 

11．防災面が充実していること 12．自然環境の豊かさ 

13．まちなみや景観のよさ  14．治安のよさ 

15．その他（                                 ） 

 

 
 

問 16 
あなたが、いなべ市で最も誇れると思うものは何ですか。（自然、文化、場所、活動

など、自由に記入） 
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問 17 
いなべ市のイメージについてどう思いますか。（１～15 までの項目について、それ

ぞれあてはまるもの１つに○） 

 

項         目 

強
く
そ
う
思
う 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

全
く
そ
う
思
わ
な
い 

１．活気のあるにぎやかなまち １ ２ ３ ４ ５ 

２．若者にとって魅力的なまち １ ２ ３ ４ ５ 

３．自然と都市機能が調和しているまち １ ２ ３ ４ ５ 

４．伝統や歴史を感じる文化の香り高いまち １ ２ ３ ４ ５ 

５．スポーツと健康づくりを推進するまち １ ２ ３ ４ ５ 

６．市外から多くの人が訪れる観光などが魅力的なまち １ ２ ３ ４ ５ 

７．高齢になっても生きがいを持って暮らせるまち １ ２ ３ ４ ５ 

８．医療が充実したまち １ ２ ３ ４ ５ 

９．福祉が充実したまち １ ２ ３ ４ ５ 

10．保育・教育に積極的な子育てしやすいまち １ ２ ３ ４ ５ 

11．防犯体制が整った安全なまち １ ２ ３ ４ ５ 

12．防災体制が整った安全なまち １ ２ ３ ４ ５ 

13．ボランティア活動や地域のコミュニケーションが活発なまち １ ２ ３ ４ ５ 

14．高品質のものづくりなど産業が盛んなまち １ ２ ３ ４ ５ 

15．交通や都市基盤が発達した便利なまち １ ２ ３ ４ ５ 

16．世界に向けて情報発信するまち １ ２ ３ ４ ５ 

17．近隣市町のリーダーとしての役割を担う中心的なまち １ ２ ３ ４ ５ 
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問 18 

あなたは、いなべ市が将来どのようなまちになってほしいと思いますか。（あてはま

る主なもの３つまでに○） 

１．活気のあるにぎやかなまち 

２．若者にとって魅力的なまち 

３．自然と都市機能が調和しているまち 

４．伝統や歴史を感じる文化の香り高いまち 

５．健康づくりやスポーツを推進するまち 

６．市外から多くの人が訪れる観光などが魅力的なまち 

７．高齢になっても生きがいを持って暮らせるまち 

８．医療が充実したまち 

９．福祉が充実したまち 

10．保育・教育に積極的な子育てしやすいまち 

11．防犯体制が整った安全なまち 

12．防災体制が整った安全なまち 

13．ボランティア活動や地域のコミュニケーションが活発なまち 

14．高品質のものづくりなど産業が盛んなまち 

15．交通や都市基盤が発達した便利なまち 

16．世界に向けて情報発信するまち 

17．近隣市町のリーダーとしての役割を担う中心的なまち 

18. その他(                                                  ) 

 

 

問 19 あなたにとって、理想的な子どもの数は何人ですか（○は１つ） 

１．子どもはいらない   ２．１人  ３．２人  

４．３人    ４．４人  ５．５人 

６．６人以上 

 

 

 

問 20 
あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。現在妊娠中のお子さんは含めずお答 

えください。（○は１つ） 

１．いる （具体的に：    人） 

２．いない 
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問 21 
いなべ市のまちづくりについて「あなたが考える、それぞれの『重要度』と『満足

度』を教えてください。（以下の項目について、重要度、満足度それぞれ１つずつ○） 

 

  

             回 答 項 目 

 

 

 

 質 問 項 目 

重要度  満足度 

重
要
で
あ
る 

ま
あ
重
要
で
あ
る 

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い 

あ
ま
り
重
要
で
な
い 

重
要
で
な
い 

 

満
足
し
て
い
る 

ま
あ
満
足
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い 

あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い 

不
満
で
あ
る 

１．国道など広域的な幹線道路の整備 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

２．集落内の生活道路の整備 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

３．歩道の整備 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

４．公共交通機関の利便性 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

５．交通安全対策（信号・標識・街灯など）の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

６．自然環境の保全 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

７．消費者保護の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

８．上水道の整備 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

９．下水道の整備 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

10．ゴミ（リサイクル）・し尿処理対策の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

11．学校教育環境の整備 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

12．青少年健全育成対策の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

13．児童福祉体制の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

14．高齢者福祉体制の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

15．障がい者福祉体制の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

16．文化施設の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

17．スポーツ施設の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

18．保健体制の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

19．医療体制の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

20．防災対策の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

 
 
  



8 

 

             回 答 項 目 

 

 

 

 質 問 項 目 

重要度  満足度 

重
要
で
あ
る 

ま
あ
重
要
で
あ
る 

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い 

あ
ま
り
重
要
で
な
い 

重
要
で
な
い 

 

満
足
し
て
い
る 

ま
あ
満
足
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い 

あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い 

不
満
で
あ
る 

21．防犯対策の充実  １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

22．公害対策の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

23．河川の整備（治水） １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

24．森林の整備（治山） １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

25．公園の整備 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

26．緑化の推進 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

27．住宅対策の充実 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

28．買い物の利便性の向上 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

29．農業の振興 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

30．林業の振興 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

31．商業の振興 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

32．工業の振興 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

33．企業誘致の促進 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

34．観光レクリエーション事業の振興 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

35．文化財・伝統文化の保存と活用 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

36．男女共同参画社会の推進 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

37．ＩＴ（情報通信技術）の推進 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

38．ボランティアの支援の振興  １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

39．住民相互の連帯意識の高揚 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

40．若者の定住促進 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

41．市のイメージアップと個性あるまちづくり １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

42．人権意識の高揚 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 

43．近隣市町との連携によるまちづくり １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
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問 22 
以下のような行動をとる場合、あなたはそれぞれどこへ出かけますか。 

（１～１３のうち、最も多く利用する地域をそれぞれ１つ選び番号に○） 

 

 い
な
べ
市 

桑
名
市 

四
日
市
市 

東
員
町 

鈴
鹿
市 

そ
の
他 

桑
名
郡 

そ
の
他 

県
内 

そ
の
他 

県
外 

１．日常の買い物（食料品、日用品） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

２．高級衣料品や電化製品、家具

などの購入 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

３．車やオートバイの購入 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

４．子どもの参考書や自分の趣

味の本などの購入 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

５．文化活動や習い事に行く １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

６．映画、コンサート、スポーツ

観戦などの娯楽施設に行く 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

７．公園、広場などの利用 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

８．グラウンド・体育館などの体

育施設の利用 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９．日帰りの行楽に出かける １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

10．外食する １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

11．入院 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

12．病気やケガの治療や通院 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

13．通勤・通学 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

 

 

問 23 
あなたが最も頻繁に利用する交通手段は何ですか。 

２つまで選んでください。○は１つ） 

１．鉄道   ２．民間バス  ３．福祉バス 

４．タクシー   ５．自家用車  ６．オートバイ 

７．自転車   ８．徒歩  ９．その他（           ） 
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３ 協働のまちづくりについてうかがいます。 

 

問 24 
これからのいなべ市のまちづくりのあり方はどうあるべきだと思いますか。（○は１

つ） 

１．市民や地域でできることは自分たちで行い、できないことを行政が担うべき 

２．市民と行政が、協力してまちづくりを進めていくべき 

３．行政が中心となって、まちづくりを進めていくべき 

４．その他（                               ） 

 

 

問 25 
あなたは、まちづくり活動に対する市民参加の機会がある場合、参加したいと思い

ますか。（○は１つ） 

１．積極的に参加したい         ⇒問 26 へ 

２．できるだけ参加したい  ⇒問 26 へ 

３．参加したいと思うが参加できない     ⇒問 27 へ 

４．参加したいとは思わない             ⇒問 27 へ 

５．わからない 

６．その他（                              ） 

 

 

＜問 25 で「１．積極的に参加したい」または「２．できるだけ参加したい」と回答した方におたずね

します。＞ 

問 26 参加する場合、どのような機会に参加したいですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．公募などによる各種審議会や委員会等に委員として参加したい 

２．意見交換会やワークショップなど行政と住民との話し合いの場で発言したい 

３．アンケートやモニター調査などを通じ、市へ意見や意向を伝えたい 

４．自治会などの地域活動への参加を通じて関わりたい 

５．ＮＰＯやボランティアなどの市民活動団体への参加を通じて関わりたい 

６．趣味や特技を活かして地域貢献や交流活動を行いたい 

（具体的な内容：                                 ） 

７．その他（                                    ） 
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＜問 23 で「３．参加したいと思うが参加できない」または「４．参加したいとは思わない」と回答し

た方におたずねします。＞ 

問 27 
まちづくり活動への参加を妨げる要因はどのようなことだと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．仕事が忙しくて参加する時間がない 

２．家事・育児・介護などで時間がない 

３．人間関係がわずらわしい 

４．地域に一緒に参加する仲間がいない 

５．自分が参加するメリットや必然性を感じない 

６．まちづくり活動の情報が手に入らないので参加できない 

７．余暇の時間を使ってまで参加しようとは思わない 

８．興味・関心がない 

９．その他（                                   ） 

 

 

 
 

４ あなたの幸福感についてうかがいます。 

 

問 28 
現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」を 10 点、「とても不幸」を０

点として、何点くらいになると思いますか。（０～10 点までの間で、１つに○） 

  ０点   １   ２   ３   ４   ５   ６   ７   ８   ９   10 点 
 

 

 

問 29 
あなたが幸せであるために重要だと思うことは何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．家計（所得・消費）の状況 ２．就業状況（仕事の有無・安定） 

３．仕事と生活のバランス ４．自分や家族の健康状況 

５．自由な時間 ６．充実した余暇・趣味 

７．仕事の充実度 ８．社会貢献や生きがい 

９．家族関係 10．友人・交友関係 

11．職場の人間関係や職場環境 12．地域コミュニティや近隣との関係 

13．精神的なゆとり 14．追い求める夢や理想 

15．その他（                                   ） 
  

とても不幸 とても幸せ 
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自由意見 

最後に、市政や地域の将来像、今後市として取り組むべきことなどについて、ご意

見、ご提言がありましたら自由にお書きください。皆様からお寄せいただいたご意

見やご提言は、総合計画・総合戦略策定の際の参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

アンケートへのご協力、どうもありがとうございました 

以上で質問はすべて終了です。長時間にわたってご協力を頂きありが

とうございました。調査票は、同封した返信用封筒に入れて、6 月 28

日（金）までに切手を貼らずにポストに投函してください。 
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現在、いなべ市では、将来に向けたまちづくりの基礎となる「第２次

いなべ市総合戦略・第２次いなべ市総合計画後期基本計画」の策定に取

り組んでいます。そこで、将来を担う中学２年生のみなさんの意見を参

考にさせていただくため、アンケートを実施することになりました。み

なさんのご協力をお願いいたします。 

令和元年６月  いなべ市 企画部政策課 

 

 

 

 

 

問１ あなたの性別をお答えください。（いずれかに○） 

１．男性    ２．女性 

 

問２ あなたがお住まいの町はどちらですか。（○は１つ） 

１．北勢町      ２．員弁町      ３．大安町      ４．藤原町 

 

問３ 
いなべ市のイメージ（印象）について、どう思いますか。（１～８までの項目につ

いて、それぞれあてはまるもの１つに○） 

 

項       目 

そ
う
思
う 

や
や
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い 

さ
ほ
ど
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

１．明るいまちである １ ２ ３ ４ ５ 

２．素ぼくなまちである １ ２ ３ ４ ５ 

３．清潔なまちである １ ２ ３ ４ ５ 

４．活気のあるまちである １ ２ ３ ４ ５ 

５．特色のあるまちである １ ２ ３ ４ ５ 

６．ふれあいや連帯感のあるあたたかなまちである １ ２ ３ ４ ５ 

７．郷土に誇りを持っているまちである １ ２ ３ ４ ５ 

８．住みよい（住みやすそうな）まちである １ ２ ３ ４ ５ 
 

第２次いなべ市総合戦略・第２次いなべ市総合計画策定のための 

まちづくり中学生アンケート 

～ご記入にあたって～ 

１ お答えは、あてはまる番号に○をつけてください。 

２ お答えが「その他」にあてはまる場合は、（  ）に具体的にご記入ください。 

資料９ 
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問４ いなべ市が誇れるもの、あるいは魅力には何がありますか。（○は３つ） 

１．聖宝寺 ２．鳴谷の滝 ３．藤原岳 

４．御池岳 ５．竜ヶ岳 ６．中里ダム 

７．農業公園 ８．自然科学館 ９．ゴルフ場 

10．万葉の里公園 11．白滝 12．青川峡キャンピングパーク 

13．いなべ公園 14．宇賀渓キャンプ場 15．大安郷土資料館 

16．両ヶ池公園 17．大安図書館駅 18．農業 

19．しいたけ 20．そば 21．マスの甘露煮 

22．梅ジュース及び加工品 23．草木染 24．茶 

25．自動車製造関連企業 26．赤米酒 27．その他 

（           ） 

問５ いなべ市に愛着、親しみを感じますか。（○は１つ） 

１．感じている ２．感じていない ３．どちらともいえない 

 

問６ あなたは、いなべ市の住みやすさについてどのように感じますか。（○は１つ） 

１．とても住みやすい ２．どちらかといえば住みやすい 

３．どちらかといえば住みにくい ４．とても住みにくい 

５．どちらともいえない 

 

＜問６で「１．とても住みやすい」または「２．どちらかといえば住みやすい」と回答した方におたずねします。＞ 

問７ 住みやすいと感じる理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．豊かな自然に恵まれている ２．道路や公共交通機関が整備されていて便利である 

３．買い物が便利   ４．住環境が整備されている 

５．福祉や健康づくりの取り組みが充実している 

６．医療機関に恵まれている  ７．スポーツ活動や文化活動を楽しむ環境が充実している 

８．人情や気風が良い   ９．その他（                  ） 

 

＜問６で「３．どちらかといえば住みにくい」または「４．とても住みにくい」と回答した方におたずねします。＞ 

問８ 住みにくいと感じる理由はなんですか。（あてはまるものすべてに○） 

１．気候がきびしい   ２．自然災害への不安 

３．交通が不便   ４．店が少なく買い物が不便 

５．住宅・公園・道路や歩道などの生活に関係する整備が遅れている 

６．福祉や健康づくりへの取り組みが遅れている 

７．病院などの医療機関が少ない ８．スポーツ活動や文化活動をする機会・場所が少ない 

９．人間関係がむずかしい  １０．その他（               ） 

 

⇒問７へ ⇒問７へ 

⇒問８へ ⇒問８へ 

⇒問９へ 
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問９ あなたは、いなべ市の地域内でずっと住み続けたいですか。（○は１つ） 

１．できればずっと住み続けたい ２．いったん出るが将来はこの地域に住みたい 

３．できれば地域外で住みたい ４．わからない 

 

 

問 10 
あなたは、いなべ市がどのようなまちになってほしいと思いますか。（あてはまる

主なもの３つまでに○） 

１．活気のあるにぎやかなまち  ２．若者にとって魅力的なまち 

３．自然と都市機能が調和しているまち ４．伝統や歴史を感じる文化の香り高いまち 

５．健康づくりやスポーツを推進するまち ６．市外から多くの人が訪れる観光などが魅力的なまち 

７．高齢になっても生きがいを持って暮らせるまち ８．医療や福祉が充実したまち 

９．保育・教育に積極的な子育てしやすいまち 10．防犯、防災体制が整った安全なまち 

11．ボランティア活動や地域のコミュニケーションが活発なまち 

12．高品質のものづくりなど産業が盛んなまち  

13．交通や学校、病院、公園などが発達した便利なまち 

14．世界に向けて情報発信するまち 

15．近隣市町のリーダーとしての役割を担う中心的なまち 

16．その他（                                 ） 

 

 

問 11 
あなたは、以下の項目にあるような学校や地域での生活についてどう思いますか。

（１～５までの項目について、それぞれあてはまるもの１つに○） 

 

項       目 

そ
う
思
う 

や
や
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い 

さ
ほ
ど
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

１．学校生活は楽しい １ ２ ３ ４ ５ 

２．給食が好きである １ ２ ３ ４ ５ 

３．地域の祭りや行事などを楽しみにしている １ ２ ３ ４ ５ 

４．日ごろから、家族とよく話をしている １ ２ ３ ４ ５ 

５．近所の人をみかけたらあいさつをしている １ ２ ３ ４ ５ 
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問 12 
現在住んでいる地域で、大切にしていきたいものやこれから欲しいもの、その他ま

ちづくりに対するあなたの考えを自由にご記入ください。 

 

【地域で大切にしたいもの】 

 

 

 

【地域でこれから欲しいもの】 

 

 

 

【その他、いなべ市をよりよくするために必要なこと】 

 

 

 

 

 

問 13 
現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」を 10 点、「とても不幸」を

０点として、何点くらいになると思いますか。（０～10 点までの間で、１つに○） 

０点   １   ２   ３   ４   ５   ６   ７   ８   ９   10 点 

 

 

 

問 14 
あなたが幸せであるために重要だと思うことは何ですか。（あてはまる主なもの３

つまでに○） 

１．健康 ２．学校の成績 

３．家族関係 ４．友人関係 

５．自由な時間 ６．充実した余暇 

７．学校や習い事の人間関係 ８．趣味・社会貢献などの生きがい 

９．地域コミュニティとの関係 10．勉強できる学習環境 

11．おこづかいの状況 11．その他（                ） 

 

以上で質問は終了です。アンケートへのご協力ありがとうございました 

とても不幸 とても幸せ 
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・このアンケートは、貴事業所の責任者の方がお答えください。ご都合により記入

できない場合は、代わりの方で結構ですのでご協力をお願いします。 

・回答は無記名で結構です。 

・お答えは、回答欄に記入してください。また、 

回答が「その他」の場合は、（  ）内に具体的な 

内容をご記入ください。 

・ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒に 

入れて６月 28 日（金）までにご投函くださいます 

よう、よろしくお願いいたします。 

（切手は不要です） 

【調査に関するお問い合わせ先】 

〒511－0498 
いなべ市北勢町阿下喜 31 番地 
いなべ市 企画部 政策課 
Tel:0594-86-7741 Fax:0594-86-7858 

ご記入上の注意 

 

 

 

 

 

調査へのご協力のお願い 

平素は、市政全般にわたり格別のご協力を賜り誠にありがとうございます。 

現在、当市では、将来に向けたまちづくりの基礎となる第２次いなべ市総合

戦略・第２次いなべ市総合計画後期基本計画の策定に取り組んでいます。そこ

で、この計画の策定にあたって、皆さまのご意見を参考にさせていただくため

にアンケートを実施することになりました。 

アンケートは、いなべ市にある事業所の中から無作為に選ばせていただき、

実施するものです。アンケートの結果につきましては、統計的な処理を行い、

計画策定のための資料として用いる以外には一切使用いたしません。 

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、この調査の趣旨をご理解いただき、ご協力

くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

令和元年６月 いなべ市長 日沖 靖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次いなべ市総合戦略・第２次いなべ市総合計画後期基本計画策定のための 

事 業 者 ア ン ケ ー ト 調 査  

資料 10 
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問１ 貴事業所の所在地はどちらですか。（○は１つ） 

１．北勢町 ３．大安町 

２．員弁町 ４．藤原町 

 

 

問２ 貴事業所の従業員数はどのくらいですか。（○は１つ） 

１．０～４人 ６．100～299 人 

２．５～９人 ７．300～499 人 

３．10～29 人 ８．500～999 人 

４．30～49 人 ９．1,000 人以上 

５．50～99 人 

 

 

問３ 貴事業所の業種は次のうちどれにあたりますか。（○は１つ） 

１．建設業 ６．飲食店 

２．製造業 ７．金融・保険業・不動産業 

３．電気・ガス・水道業 ８．サービス業 

４．運輸・通信業 ９．その他（             ） 

５．卸売・小売業 

 

 

問４ 
貴事業所にとって、いなべ市は、全体として企業活動が行いやす

い地域だと思いますか。（○は１つ） 

１．企業活動が行いやすい 

２．どちらかといえば企業活動が行いやすい 

３．どちらともいえない 

４．どちらかといえば企業活動が行いにくい 

５．企業活動が行いにくい 
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問５ 
貴事業所が企業活動を行うに当たって、いなべ市の良い面、悪い

面はそれぞれ何ですか。（○は良い面、悪い面それぞれ２つまで） 

【良い面】 

１．交通が便利である 

２．様々な情報が手に入りやすい 

３．従業員の確保が容易である 

４．地価や人件費が安い 

５．原材料や部品、商品の入手が容易である 

６．周辺の生活環境が整備されている 

７．産業技術基盤が進みつつある 

８．制度的優遇措置（税等）が整っている 

９．試験研究機関が充実している 

10．産学官の連携・交流が活発である  

11．災害や治安の面で心配がない 

12．その他（                        ） 

 

 

【悪い面】 

１．交通が不便である 

２．様々な情報が手に入りにくい 

３．従業員の確保がむずかしい 

４．地価や人件費が高い 

５．原材料や部品、商品の入手に時間がかかる 

６．周辺の生活環境が整備されていない 

７．産業技術基盤が立ち遅れている 

８．制度的優遇措置（税等）が整っていない 

９．試験研究機関が少ない 

10．産学官の連携・交流が少ない 

11．災害や治安の面で不安がある 

12．その他（                        ） 

 

 



 - 4 -

 

問６ 
貴事業所では、今後の企業経営を考えた場合、どのようなことに

取り組む必要があると考えていますか。（○は２つまで） 

１．新技術の開発・導入 ７．地域への貢献 

２．新分野・販路の開拓 ８．職場環境の充実 

３．物流の効率化 ９．情報化の推進 

４．異業種との連携・交流 10．海外への進出 

５．技術者の養成・確保 11．リストラ（事業再構築） 

６．担い手・後継者の育成     12．その他（             ） 

 

 

問７ 
企業活動を行っていく上で、今後、どのような交通基盤が整備さ

れることが、特に必要だと思いますか。（○は２つまで） 

１．高速道路 ５．公共交通（鉄道、バス） 

２．国道、県道などの幹線道路 ６．空港 

３．市町村道などの地域道路 ７．物流・流通基地 

４．新幹線 ８．その他（              ） 

 

 

問８ 

企業活動や従業員の日常生活の面から見て、どのような施設が事

業所の周辺に整備されていることが、特に必要だと思いますか。

（○は２つまで） 

１．住宅や宅地 

２．上下水道 

３．緑地や公園 

４．商店街やショッピングセンター 

５．総合病院などの医療機関 

６．老人ホームなどの福祉施設 

７．保育園・幼稚園や小・中・高等学校 

８．大学・短大・専門学校などの高等教育機関 

９．文化会館、図書館、博物館、美術館など 

10．スポーツ・レクリエーション施設 

11．その他（                          ） 
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問９ 

環境問題への取り組みが社会的な課題となっています。貴事業所

として、取り組む必要のあるもの、あるいは貢献できるものは何

だと思いますか。（○は２つまで） 

１．産業廃棄物（事業所ごみ）の減量・活用及びその技術開発 

２．エネルギーの節減 

３．水の循環利用や排水処理 

４．公害（騒音、振動、排液、ばい煙など）の防止 

５．廃棄物としての焼却や埋め立てをしても環境に害のない製品の製造 

６．リサイクル製品やリサイクル原料の使用 

７．環境保全のための研究・開発 

８．地域における環境保全活動の実施、協力 

９．従業員に対する環境保全に関する意識の啓発 

10．その他（                          ） 

 

 

 

 

 

問 10 

人口の少子化や高齢化が進んでいます。このような中で、活力を

失わない地域経済を構築し、誰もが働きやすい環境をつくってい

くためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。（○は

２つまで） 

１．高齢者のための職業能力教育、研修の充実 

２．女性のための職業能力教育、研修の充実 

３．就職に関する情報提供の充実 

４．定年延長や女性等の再雇用の普及 

５．労働時間などの労働条件の改善 

６．省力化機器の導入など就業環境の整備 

７．育児、介護、家事等に対する支援 

８．従業員の健康管理や安全管理の充実 

９．Ｕターン、Ｉターンなどの促進 

10．外国人労働者の就業環境の整備 

11．その他（                          ） 
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問 11 

社会の様々な分野で、情報化が進んでいます。情報化を企業活動

や産業の発展に役立てていくためには、特にどのようなことが必

要だと思いますか。（○は２つまで） 

１．情報関連産業の育成・誘致 

２．情報関連技術者の育成・招へい 

３．情報教育の充実 

４．光ファイバー網など情報通信基盤の整備 

５．企業が情報化を進めることに対する技術的・財政的支援 

６．情報化に向けた産学官の連携 

７．行政サービスの情報化の推進 

８．企業情報の保護などの安全対策 

９．その他（                           ） 

 

 

問 12 
貴事業所は地域活動等（ボランティア活動や地域の福祉活動、社

会的活動）に取り組んでいますか。（○は 1 つ） 

１．はい 

２．いいえ 

 

 

問 13 

貴事業所が取り組んでいる地域活動等は何ですか。（特に力を入

れている活動を選んで、ご記入ください。なお、労働組合活動は

除いてください。）（○はいくつでも） 

１．高齢者福祉 ８．消費者問題 15．人権問題 

２．障害者福祉 ９．まちづくり 16．国際交流・平和貢献 

３．健康づくり 10．交通安全・防犯 17．産業振興 

４．自然環境保護 11．防災 18．地域交流 

５．清掃・美化 12．教育・生涯学習 19．その他 

６．公害防止 13．スポーツ        （         ） 

７．ごみ・リサイクル 14．芸術・文化の振興 
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問 14 

貴事業所が福利厚生施設（体育館、運動施設、集会施設等）をお

持ちの場合、市民がその施設を利用すること、又は貴社の社員等

が地域活動等を実施している場合、そのサークル・人材等と市民

が連携することは可能ですか。（○は 1 つ） 

１．はい 

２．いいえ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 
今後、いなべ市においてまちづくりを進める中で、貴事業所の活

動との関わりも含めて、ご意見がありましたらお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査は以上でおわりです。ご協力ありがとうございました。 

具体的な内容： 


